
 

津 久 井 又 野 公 園 

有料公園施設の利用承認による使用料一覧 
 

 根拠：相模原市都市公園条例第１２条第２項 
     
 ＜津久井又野公園＞ 
 

     （令和２年１０月１日適用） 
  

有料公園 
施設の種類 

単        位 金    額 

 
テニス場 

専用利用 
市民 ２時間に

つき 
１，３００円 

市民以外のもの ６，５００円 
一般利用 １面 １，３００円 

多目的グラウンド 
半面利用 

市民 ２時間に

つき 
２，３００円 

市民以外のもの ９，２００円 

全面利用 
市民 ２時間に

つき 
４，６００円 

市民以外のもの １８，４００円 
※ 専用使用とは、テニス場及び多目的グラウンドにおいては、1 利用者（団体）が

2 時間を超えて使用することをいう。 
※ 利用承認を受けた時間を超過したときは、超過した時間（１時間未満の端数は１

時間とする）につき、１時間相当額の 1.2 倍とする。 
 

附 属 施 設 の 種 類 単  位 金  額 
テニス場夜間照明施設 30 分につき ２００円 
多目的グラウンド夜間照明施設 30 分につき １，３００円 

 

資料８ 


